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敦賀美浜ブロック地域循環型社会形成推進地域計画 

 

敦賀市・美浜町 

令和３年１２月２４日 作成 

令和４年１２月２０日 変更 

 

１．地域の循環型社会を形成するための基本的な事項 

 

（1）対象地域 

  構成市町村名：敦賀市、美浜町 

  面    積：403.69km2 

  人    口：73,724人（令和3年3月31日現在） 

 

         （内訳） 

市町名 敦賀市 美浜町 

面積（km2） 251.34 152.35 

人口（人） 64,548 9,176 

 

 

（2）計画期間 

本計画は、令和 4年 4月 1日から令和 9年 3月 31日までの 5年間を計画期間とする。 

なお、目標達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すものとす

る。 

 

（3）基本的な方向 

敦賀美浜ブロック地域（以下、「本地域」という。）は、福井県のほぼ中央に位置しており、北

は日本海に臨み、東は南越前町、西は若狭町、そして南は滋賀県長浜市、高島市と接している。

敦賀市域の三方を、野坂岳、西方ヶ岳、岩籠山の敦賀三山をはじめとした峰々が、あたかも日本

海に臨む平野部を取り囲むように連なり、その平野部には滋賀県境を水源とする笙の川が市街を

貫流して敦賀湾に注いでいるなど、自然豊かな地域である。 

ごみ量については、新型コロナウィルス感染症による経済活動への影響が大きく、生活系ごみ

と事業系ごみの排出量の合計は減少しているものの、生活様式の変化に伴い在宅での時間が増加

したことにより、生活系ごみの排出量は令和元年度に比べ令和 2年度は増加している。なお、生

活系ごみの排出量の増加の要因として、自宅の整理等による粗大ごみの持ち込みが増加したこと

が要因の一つと考えられる。今後は経済活動が徐々に回復してくことが考えられるが、ごみの発

生抑制及び再生利用を推進し、発生量の更なる減少を図るとともに、循環型社会の構築を図る。 

生活排水処理対策に対しては、生活環境の改善及び汚水の適正処理の観点から公共下水道、集

落排水施設整備と協調しながら、合併処理浄化槽の整備を進める。 

本計画では、現有処理施設残余容量の逼迫に伴い、今後も処理残渣を適正処理するために新敦

賀市最終処分場の整備を行う。また、焼却施設・資源化減容化施設である敦賀市清掃センターは、
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供用開始（平成 4 年 3 月）から 30 年程度が経過しており、経年的な老朽化が進行していること

から、新清掃センター（焼却施設・リサイクル施設）の整備を行う。なお、新清掃センターにお

いては、これまでと同様に適正処理を継続するだけではなく、新たにごみ処理によって発生する

余熱を利用して発電を行うことによりサーマルリカバリーを推進する。 

 

（4）広域処理について 

福井県では、「福井県ごみ焼却処理広域化計画(平成 10 年度～平成 19 年度)」が策定されてい

る。この計画では、県内を 4 ブロックに分け、施設の集約化と整備を図り、ごみ処理の広域化を

目指している。 

各処理施設については、各市町の焼却施設の更新時期に大きな違いがあることから段階的な広

域化を図り、将来的にはブロック全体の広域化を図ることとしている。 

本地域では令和 4年度より広域処理を目指しており、中間処理については、現在稼働中の敦賀

市清掃センター（焼却施設・資源化減容化施設）で処理することとしている。また、最終処分に

ついては、現在稼働中及び今後完成予定の新敦賀市最終処分場を共同で計画的かつ効率的に利用

していくこととしている。 

 

（5）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

両市町ではプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、プラスチック資源の

分別収集及び再商品化の実施を検討する。ただし、実施の検討は、社会情勢及び両市町の状況を

勘案しながら行う。なお、新清掃センターにおいては、積極的なエネルギー回収を行うことを目

的としてプラスチックごみは焼却処理することを基本とする。 
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２．循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物の処理の現状 

令和 2年度の本地域の一般廃棄物の排出、処理状況は図 1のとおりである。 

なお、焼却施設では、余熱利用を行っている。 

 

図 1 本地域の一般廃棄物の処理状況フロー [令和 2年度] 

  

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

％0.8 ％ 12.0

0 ｔ 205 ｔ 3,229 ｔ

78.4 ％
自家処理量 直接最終処分量 最終処分量

排出量
21,014 ｔ

26,806 ｔ

減量化量
100.0 ％ 97.0 ％ 11.3 ％

26,806 ｔ 26,003 ｔ 3,024 ｔ

18.6 ％
計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

処理残渣量

4,989 ｔ

2.2 ％ 7.3 ％

598 ｔ 1,965 ｔ

直接資源化量 処理後再生利用量

集団回収量 総資源化量

1,237 ｔ 3,800 ｔ
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図 2 敦賀市の一般廃棄物の処理状況フロー [令和 2年度] 

 

 

図 3 美浜町の一般廃棄物の処理状況フロー [令和 2年度] 

 

  

％

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

0.9 ％ 13.4

0 ｔ 205 ｔ 3,072 ｔ

78.4 ％
自家処理量 直接最終処分量 最終処分量

排出量
17,904 ｔ

22,842 ｔ

減量化量
100.0 ％ 97.6 ％ 12.6 ％

22,842 ｔ 22,302 ｔ 2,867 ｔ

19.3 ％
計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

処理残渣量

4,398 ｔ

1.5 ％ 6.7 ％

335 ｔ 1,531 ｔ

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量

1,237 ｔ 3,103 ｔ

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

％0.0 ％ 4.0

0 ｔ 0 ｔ 157 ｔ

78.5 ％
自家処理量 直接最終処分量 最終処分量

排出量
3,110 ｔ

3,964 ｔ

減量化量
100.0 ％ 93.4 ％ 4.0 ％

3,964 ｔ 3,701 ｔ 157 ｔ

14.9 ％
計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

処理残渣量

591 ｔ

6.6 ％ 10.9 ％

263 ｔ 434 ｔ

直接資源化量 処理後再生利用量

集団回収量 総資源化量

0 ｔ 697 ｔ
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(2) 生活排水の処理の現状 

令和 2年度の本地域の生活排水の処理状況及びし尿・浄化槽汚泥等の排出量は図 4に示すと

おりである。 

 

 

図 4 本地域の生活排水の処理状況フロー［令和 2 年度］ 

 

  

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

公共下水道

56,525 人 （ 76.1 ％ ）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

65,357 人 （ 87.9 ％ ） 4,927 人 （ 6.6 ％ ）

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

74,383 人 （ 100.0 ％ ） 3,905 人 （ 5.2 ％ ） 15,319 kl/年

未処理人口 単独処理浄化槽

9,026 人 （ 12.1 ％ ） 1,465 人 （ 2.0 ％ ）

非水洗化人口 し尿発生量

7,561 人 （ 10.2 ％ ） 3,489 kl/年
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図 5 敦賀市の生活排水の処理状況フロー［令和 2 年度］ 

 

 

図 6 美浜町の生活排水の処理状況フロー［令和 2 年度］ 

 

 

  

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

公共下水道

51,965 人 （ 80.0 ％ ）

（ 3.1 ％ ）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

57,614 人 （ 88.6 ％ ） 2,039 人

浄化槽汚泥発生量

65,060 人 （ 100.0 ％ ） 5.5 ％ ） 12,459 kl/年

総人口 合併処理浄化槽等

未処理人口 単独処理浄化槽

3,610 人 （

1,310 人 （ 2.0 ％ ）7,446 人 （ 11.4 ％ ）

非水洗化人口 し尿発生量

6,136 人 （ 9.4 ％ ） 3,203 kl/年

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

公共下水道

4,560 人 （ 48.9 ％ ）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

7,743 人 （ 83.1 ％ ） 2,888 人 （ 31.0 ％ ）

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

9,323 人 （ 100.0 ％ ） 295 人 （ 3.2 ％ ） 2,860 kl/年

未処理人口 単独処理浄化槽

1,580 人 （ 16.9 ％ ） 155 人 （ 1.7 ％ ）

非水洗化人口 し尿発生量

1,425 人 （ 15.3 ％ ） 286 kl/年
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 (3) 一般廃棄物処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、本地域

では、表 1 に示すとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

本地域の目標時の処理状況フローは図 7に示すとおりである。 

 

表 1 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

 

 

図 7 本地域の目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー[令和 9年度] 

 

 
 

 

 

 

 

※１　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合

※２　(１事業所当たりの排出量)＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／(事業所数)

※３　(１人当たりの排出量)＝｛(生活系ごみの総排出量)－(生活系ごみの資源ごみ量)｝／（人口）

《用語の定義》

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)〔単位：トン〕

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：ＭＷｈ〕及び熱利用量〔単位：ＧＪ〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

目標（割合※１）

（令和2年度） （令和9年度）

合計 事業系生活系排出量合計 26,806 トン

指標
現状（割合※１）

7,408 トン (-6.0%)

1事業所当たりの排出量
※２ 1.9 トン/事業所 1.8 トン/事業所 (-5.3%)

総排出量 7,880 トン

トン (13.8%)
再生利用量

直接資源化量 598 トン (2.2%) 692

17,912 トン (-5.4%)

1人当たりの排出量
※３ 229.2 kg/人 223.7 kg/人 (-2.4%)

排出量

事業系

生活系
総排出量 18,926 トン

最終処分量 埋立最終処分量 3,229 トン (12.0%) 2,793 トン (11.0%)

25,320 トン (-5.5%)

エネルギー回収量
エネルギー回収量（年間の発電電力量及び熱
利用量）

- 10,600 MWh

トン (2.7%)

総資源化量 3,800 トン (13.6%) 3,665

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

％1.0 ％ 11.0

ｔ 2,793 ｔ

最終処分量

0 ｔ 250

79.6 ％
自家処理量 直接最終処分量

排出量
20,149 ｔ

25,320 ｔ

％ 96.3 ％ 10.0 ％
減量化量

ｔ 2,543 ｔ

100.0

処理後最終処分量

25,320 ｔ 24,378

16.7 ％
計画処理量 中間処理量

処理残渣量

4,229 ｔ

1,686 ｔ

2.7 ％ 6.7 ％

692 ｔ

ｔ 3,665 ｔ

直接資源化量 処理後再生利用量

集団回収量 総資源化量

1,287
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（参考）減量化、再生利用に関する現状と目標（市町別） 

 
  

※１　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合

※２　(１事業所当たりの排出量)＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／(事業所数)

※３　(１人当たりの排出量)＝｛(生活系ごみの総排出量)－(生活系ごみの資源ごみ量)｝／（人口）

《用語の定義》

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)〔単位：トン〕

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：ＭＷｈ〕及び熱利用量〔単位：ＧＪ〕

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕

(8.8%)

エネルギー回収量
エネルギー回収量（年間の発電電力量及び熱
利用量）

- - MWh

再生利用量
直接資源化量 263 トン (6.6%) 365 トン

最終処分量 埋立最終処分量 157 トン (4.0%) 311 トン

(10.3%)

合計 事業系生活系排出量合計 3,964 トン 3,536

(17.7%)

1人当たりの排出量※３ 301.1 kg/人 282.1 kg/人 (-6.3%)

トン (-10.8%)

総資源化量 697 トン (17.6%) 634 トン

(-5.9%)

1事業所当たりの排出量※２ 1.4 トン/事業所 1.3 トン/事業所 (-7.1%)

トン (-12.0%)

トン (11.4%)

美
浜
町

排出量

事業系
総排出量 807 トン 759

最終処分量 埋立最終処分量 3,072 トン (13.4%) 2,482

敦
賀
市

生活系
総排出量 3,157 トン 2,777

トン

エネルギー回収量
エネルギー回収量（年間の発電電力量及び熱
利用量）

- - MWh

合計 事業系生活系排出量合計 22,842 トン 21,784 トン (-4.6%)

再生利用量
直接資源化量 335 トン (1.5%) 327 トン (1.5%)

排出量

総資源化量 3,103 トン (12.9%) 3,031 トン (13.2%)

(-5.0%)

生活系
総排出量 15,769 トン 15,135 トン (-4.0%)

1人当たりの排出量※３

事業系

220.2 kg/人 215.1 kg/人 (-2.3%)

1事業所当たりの排出量※２ 2.0 トン/事業所 1.9 トン/事業所

総排出量 7,073 トン

市町別 指標
現状（割合

※１
） 目標（割合

※１
）

（令和2年度） （令和9年度）

6,649 トン (-6.0%)
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図 8 敦賀市の目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー[令和 9年度] 

 

 

図 9 美浜町の目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー[令和 9年度] 

 

  

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

％0.9 ％ 11.4

最終処分量

0 ｔ 196

80.4 ％
自家処理量 直接最終処分量

ｔ 2,482 ｔ

排出量
17,508 ｔ

21,784 ｔ

97.6 ％ 10.5 ％
減量化量

2,286 ｔ

100.0 ％

21,784 ｔ 21,261 ｔ

中間処理量 処理後最終処分量
17.2 ％

計画処理量

処理残渣量

3,753 ｔ

1,467 ｔ

1.5 ％ 6.7 ％

327 ｔ

集団回収量 総資源化量

3,031 ｔ

直接資源化量 処理後再生利用量

1,237 ｔ

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

％1.5 ％ 8.8

ｔ 311 ｔ

最終処分量

0 ｔ 54

74.7 ％
自家処理量 直接最終処分量

排出量
2,641 ｔ

3,536 ｔ

88.2 ％ 7.3 ％
減量化量

257 ｔ

100.0 ％

3,536 ｔ 3,117 ｔ

中間処理量 処理後最終処分量
13.5 ％

計画処理量

処理残渣量

476 ｔ

219 ｔ

10.3 ％ 6.2 ％

365 ｔ

ｔ

直接資源化量 処理後再生利用量

集団回収量 総資源化量

50 ｔ 634
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(4) 生活排水処理の目標 

生活排水処理については、表 2 に掲げるとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めていくもの

とする。 

 

表 2 生活排水処理に関する現状と目標 

 
 

 
図 10 本地域の目標達成時の生活排水の処理状況フロー[令和 9年度] 

 

  

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥量 15,319 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 14,419 ｷﾛﾘｯﾄﾙ
し
尿
・

汚
泥
の
量

汲み取りし尿 3,489 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 3,105

合計 18,808 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 17,524

合計 74,383 人 72,641 人

5.3 ％ ）

未処理人口 9,026 人 （ 12.1 ％ ） 8,647 人 （ 11.9 ％ ）

％ ） 3,849

）

農業集落排水施設等 4,927 人 （ 6.6 ％ ） 4,722 人 （ 6.5 ％ ）

令和2年度 令和9年度

処
理
形
態
別
人
口

公共下水道 56,525 人 （ 76.1 ％ ） 55,423 人 （ 76.3

人 （合併処理浄化槽等 3,905 人 （ 5.2

％

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

非水洗化人口 し尿発生量

7,217 人 （ 9.9 ％ ） 3,105 kl/年

） 14,419 kl/年

未処理人口 単独処理浄化槽

8,647 人 （ 11.9 ％ ） 1,430 人 （ 2.0 ％ ）

6.5 ％ ）

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

72,641 人 （ 100.0 ％ ） 3,849 人 （ 5.3 ％

63,994 人 （ 88.1 ％ ） 4,722 人 （

公共下水道

55,423 人 （ 76.3 ％ ）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等
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（参考）生活排水処理に関する現状と目標（市町別） 

 
 

 
図 11 敦賀市の目標達成時の生活排水の処理状況フロー[令和 9年度] 

 

 

敦賀市

） 51,100 人

1,983 人

令和2年度 令和9年度

処
理
形
態
別
人
口

公共下水道 51,965 人 （ 80.0 ％ ）

農業集落排水施設等 2,039

（ 79.9 ％

（ 3.1 ％（ 3.1

（ 11.4

）

合併処理浄化槽等 3,610 人 （ 5.5 ％ ）（ 5.6 ％

％ ）人

） 3,569 人

％ ）

合計 65,060 人 63,941 人

％ ） 7,289 人未処理人口 7,446 人 （ 11.4

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

し
尿
・

汚
泥
の
量

汲み取りし尿 3,203 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 2,858

合計 15,662 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 14,809

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥量 12,459 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 11,951 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

公共下水道

51,100 人 （ 79.9 ％ ）

（ 3.1 ％ ）

総人口 合併処理浄化槽等

汚水衛生処理人口 集落排水施設等

56,652 人 （ 88.6 ％ ） 1,983 人

浄化槽汚泥発生量

63,941 人 （ 100.0 ％ ） 5.6 ％ ） 11,951 kl/年

未処理人口 単独処理浄化槽

3,569 人 （

1,283 人 （ 2.0 ％ ）7,289 人 （ 11.4 ％ ）

非水洗化人口 し尿発生量

6,006 人 （ 9.4 ％ ） 2,858 kl/年
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図 12 美浜町の目標達成時の生活排水の処理状況フロー[令和 9年度] 

 

美浜町

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

し
尿
・

汚
泥
の
量

汲み取りし尿 286 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 247

合計 3,146 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 2,715

）

％ ） 280

ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥量 2,860 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 2,468 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

（ 31.5 ％ ）

合計 9,323 人 8,700 人

3.2 ％ ）

未処理人口 1,580 人 （ 16.9 ％ ） 1,358 人 （ 15.6 ％

農業集落排水施設等 2,888 人 （ 31.0 ％ ） 2,739 人

令和2年度 令和9年度

処
理
形
態
別
人
口

公共下水道 4,560 人 （ 48.9 ％ ） 4,323 人 （ 49.7 ％

人 （合併処理浄化槽等 295 人 （ 3.2

）

※割合は、四捨五入により合わない場合がある。

非水洗化人口 し尿発生量

1,211 人 （ 13.9 ％ ） 247 kl/年

） 2,468 kl/年

未処理人口 単独処理浄化槽

1,358 人 （ 15.6 ％ ） 147 人 （ 1.7 ％ ）

31.5 ％ ）

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

8,700 人 （ 100.0 ％ ） 280 人 （ 3.2 ％

7,342 人 （ 84.4 ％ ） 2,739 人 （

公共下水道

4,323 人 （ 49.7 ％ ）

汚水衛生処理人口 集落排水施設等
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３．施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

ア ごみの有料化 

1）敦賀市 

排出量に応じた負担の公平化や住民・事業者のごみ減量意識の向上を図るために、ごみ処

理の有料化の導入について検討を行う。 

  2）美浜町 

経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や排出量に応じた負担の公平化

及び住民意識改革の更なる推進を図るため、令和 4年度からの一般廃棄物共同処理の広域化

を踏まえ、現行のごみ有料化より更にごみの減量化につながる実効性の高い有料化の仕組み

の見直しについて検討する。 

 

イ 環境教育の充実 

1）敦賀市 

ごみ処理施設等の見学会等を開催し、住民に対してごみ減量、リサイクル、環境問題等へ

の意識向上を図る。また、研修会や学習会を開催し、ごみの分別徹底、減量化に向けた意識

啓発を図る。 

2）美浜町 

ごみ処理施設等の見学や、広報誌、ホームページ等で住民に対してごみ減量化や３Ｒを推

進することにより循環型社会の形成、環境問題等への意識向上を図る。また、小学校副読本

に廃棄物に関する事項を掲載し、小学生の廃棄物に係る環境教育の充実を図る。 

 

ウ 広報啓発の促進 

1）敦賀市 

ケーブルテレビや広報誌、ホームページ等を活用し、ごみ減量化とリサイクルの重要性に

ついて、住民に分かりやすく広報啓発を行う。 

 2）美浜町 

住民に対して、排出抑制や減量意識の向上、有価物の回収・再生利用を推進するため、ケ

ーブルテレビや町広報等への記事の掲載、チラシ・パンフ等の配布等を実施し、啓蒙啓発を

行う。 

 

エ マイバッグ・マイボトル運動 

1）敦賀市 

住民、事業者、行政が協働してマイバッグ運動を推進し、レジ袋の削減をきっかけに、3R

（リデュース、リユース、リサイクル）の推進を図る。また、あわせてマイボトル運動も推

進する。 

 2）美浜町 

スーパー等で使用される「レジ袋」を消費者及び事業者の自主努力により削減する簡易包

装削減の推進と、「買い物袋持参（マイバック）運動」を広く呼びかけるとともに、マイボ

トル運動も推進する。 
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オ 生ごみの減量の推進 

1）敦賀市 

生ごみは、家庭から排出される燃やせるごみの多くを占めていることから、ダンボールコ

ンポスト、食べきり運動や生ごみの水切りなどに取組み、生ごみの減量の推進を図る。 

2）美浜町 

美浜町では生ごみを資源化物として有効活用するため堆肥化施設において農業集落排水

汚泥と混合して堆肥化している。令和 4年度以降については、敦賀市清掃センターにて共同

処理することになるが、食べきり運動、生ごみの水切りや家庭用の生ごみコンポストの普及

などに取組み、生ごみの減量を図る。 

 

カ ごみ分別の徹底 

1）敦賀市 

資源ごみ以外のごみの中には、リサイクルが可能なものも含まれているため、住民、事業

者、行政が協力し、徹底したごみの分別の徹底を図る。 

 2）美浜町 

缶類（スチール缶、アルミ缶）・ガラスビン（無色ビン、茶色ビン、その他ビン、生ビン）・

ペットボトル・トレイ・古紙・古布等は、一般家庭からかなりの割合で排出されていること

から、循環型社会の構築に向け、分別回収の周知徹底を図り資源化を推進する。 

 

キ 再使用の推進 

両市町ではリターナブル容器を利用した販売システムの活用、各種イベント開催時 

の積極的な利用の要請等、再使用の推進を行う。 

 

ク 小型家電の資源化 

両市町では小型家電の中にはレアメタルなどが含まれており、近年は資源として価 

値が高まっているため、資源回収の推進を図る。 

 

ケ 生活排水対策 

敦賀市では家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、ホームページ、広報誌 

等通じ啓発活動の強化を図る。 
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(2) 処理体制 

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表 3のとおりである。 

1）敦賀市 

現在、燃やせるごみ、粗大ごみ、埋立ごみ及び資源ごみは、市の施設で焼却・破砕等処理

している。施設で処理されない資源ごみについては、民間委託により資源化している。今後

も、現状の処理体制を維持するが、老朽化対策として、新清掃センター（焼却施設、リサイ

クル施設）の整備を行い、排出されるごみの適正処理に努めるものとする。最終処分場につ

いては、今後も処理残渣を適正処理するために新最終処分場の整備を行う。 

2）美浜町 

ごみは、家庭・事業者共にその発生抑制に努め、排出段階で「可燃ごみ（燃やせるごみ）」・

「生ごみ」「不燃ごみ（燃やせないごみ）」・「資源ごみ」・「有害ごみ」・「粗大ごみ」に分別し、

それぞれに適した方法で処理を行う。一般家庭のごみについては、美浜町が設置するごみス

テーションへの収集方式で対処し、委託業者が指定日に排出されたごみの収集を行い組合の

処理施設へ搬入する。また、町民自らが直接搬入し、組合の処理施設で適正な処理を行う。

令和 4年度以降については、敦賀市清掃センターにて広域処理する。なお、分別区分につい

ては、既存の敦賀市清掃センターでの処理となるため、敦賀市の分別区分にあわせる。 

 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

1）敦賀市 

今後とも生活系ごみの分別区分に準じ、処理、処分を行う。また、事業系ごみは再利用を

促進するなどの減量に向けた指導、啓発に努める。 

2）美浜町 

事業系ごみについては、事業者自らの責任で処理を行うことを明確にする意味において、

自己搬入または一般廃棄物処理業の許可業者を利用し搬入することを原則とする。また、リ

サクル促進やごみ減量化に努めるよう啓発等を行う。 

 

ウ 生活排水処理の現状と今後 

1）敦賀市 

生活排水の処理については、引き続き下水道や集落排水施設が整備されない人口散在地

域等で合併処理浄化槽の整備を進める。 

また、し尿、浄化槽汚泥については、し尿処理施設において処理を行いセメントの原材

料等として再利用を行う。 

2）美浜町 

生活排水の処理については、下水道処理区域の拡大や集落排水施設の増設等で整備を進

める。 

また、し尿、浄化槽汚泥については、し尿処理施設において処理を行い助燃材としてご

み焼却施設で利用する。 
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表 3 生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

処理方法 処理施設等 処理方法 処理施設等

焼却・資源化
敦賀市清掃センター

焼却施設
燃やせるごみ 焼却・資源化

新清掃センター
焼却施設

選別・減容化
敦賀市清掃センター
資源化減容化施設

資源ごみ 選別・減容化
新清掃センター
リサイクル施設

圧縮
敦賀市清掃センター
資源化減容化施設

ペットボトル 圧縮
新清掃センター
リサイクル施設

保管 ストックヤード ビン 保管 ストックヤード

売却 資源回収業者 古紙 売却 資源回収業者

破砕・選別
敦賀市清掃センター
資源化減容化施設

小型複合ごみ 破砕・選別
新清掃センター
リサイクル施設

資源化・減容化
敦賀市清掃センター
資源化減容化施設

水銀含有ごみ 資源化・減容化
新清掃センター
リサイクル施設

破砕・選別
敦賀市清掃センター
資源化減容化施設

スプレー缶・ライ
ター類

破砕・選別
新清掃センター
リサイクル施設

埋立 赤崎最終処分場 埋立ごみ 埋立 敦賀市新最終処分場

破砕・選別
敦賀市清掃センター
資源化減容化施設

粗大ごみ 破砕・選別
新清掃センター
リサイクル施設

処理方法 処理施設等 処理方法 処理施設等

焼却・資源化
美浜・三方環境衛生組合

エコクル美方ガス化溶融施設
燃やせるごみ 焼却・資源化

新清掃センター
焼却施設

破砕・選別
美浜・三方環境衛生組合

エコクル美方リサイクルプラザ
資源ごみ 選別・減容化

新清掃センター
リサイクル施設

生ごみ 堆肥化
美浜・三方環境衛生組合
エコクル美方堆肥化施設

ペットボトル 圧縮
新清掃センター
リサイクル施設

缶類 選別・圧縮減容化
美浜・三方環境衛生組合

エコクル美方リサイクルプラザ
ビン 保管 ストックヤード

ビン 色選別・保管
美浜・三方環境衛生組合

エコクル美方リサイクルプラザ
小型複合ごみ 破砕・選別

新清掃センター
リサイクル施設

ペットボトル 選別・圧縮減容化
美浜・三方環境衛生組合

エコクル美方リサイクルプラザ
水銀含有ごみ 資源化・減容化

新清掃センター
リサイクル施設

白トレイ ストックヤード 資源回収業者
スプレー缶・ライ

ター類
破砕・選別

新清掃センター
リサイクル施設

新聞紙・公告紙 ストックヤード 資源回収業者 埋立ごみ 埋立 敦賀市新最終処分場

ダンボール ストックヤード 資源回収業者 粗大ごみ 破砕・選別
新清掃センター
リサイクル施設

紙パック ストックヤード 資源回収業者 古紙・古布 売却 資源回収業者

雑誌・古本 ストックヤード 資源回収業者

古布 ストックヤード 資源回収業者

破砕・選別
美浜・三方環境衛生組合

エコクル美方リサイクルプラザ

ストックヤード 資源回収業者

粗大ごみ

有害ごみ

不燃ごみ

資源
ごみ

現状（令和2年度） 今後（令和9年度）

分別区分分別区分

敦賀市

燃やせるごみ

粗大ごみ

現状（令和2年度） 今後（令和9年度）

敦賀市

分別区分

古紙

ペットボトル

ビン

資源ごみ

埋立ごみ

小型複合ごみ

水銀含有ごみ

スプレー缶・ライター類

分別区分

燃やせるごみ

美浜町

美浜町
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(3) 処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設 

表 4のとおり必要な施設整備を行う。 

 

表 4 整備する処理施設 

 

 

イ 合併浄化槽の整備 

合併浄化槽の整備については、表 5のとおり行う。 

 

表 5 合併処理浄化槽の整備計画 

 

 

 

 

  

事業
番号

整備施設種類
施設名

事業名 処理能力 設置予定地
事業期間

（全体事業期間）

1
リサイクルセンター
新清掃センター（リサイクル施
設）

敦賀・美浜ブロック地域マテリアルリサイクル推
進施設整備事業

14ｔ/日
福井県敦賀市櫛

川地内
R4～R8

2
ごみ焼却施設
新清掃センター（焼却施設）

敦賀・美浜ブロック地域エネルギー回収型廃棄物
処理施設整備事業

96t/日
福井県敦賀市櫛

川地内
R4～R8

3
最終処分場
新敦賀市最終処分場

敦賀・美浜ブロック地域最終処分場整備事業 約36,000m
3 敦賀市金山地内

R4～R5
（R2～R5）

（整備理由）

　事業番号1　既存施設の老朽化、リサイクルの推進

　事業番号2　既存施設の老朽化、エネルギー回収型廃棄物処理施設の高効率回収・有効利用の促進

　事業番号3　既存施設の残余容量のひっ迫

※現有処理施設の概要を添付（市町別の現有施設名・種類、処理する廃棄物、処理能力、所在地、竣工年等、施設の概要について一覧表とした
もの。）

直近の整備済 整備計画 整備計画

基数（基） 基数 人口

（令和2年度） （基） （人）

浄化槽設置整備事業 1,283 47 292 R4～R8

公共浄化槽等整備推進事業

その他地方単独事業 29 0 0

合　　計 1,312 47 292

事　　　業 事業期間
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(4)  その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

 

ア 廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

ホームページにて廃家電のリサイクルに関する情報発信による周知を図っている。ホームペ

ージによる情報発信を継続するとともに、より一層のリサイクルの推進を図るため、特定家庭

用機器再商品化法、資源有効利用促進法に基づく、適切な回収、再商品化がなされるよう、関

連団体や小売店及びメーカーなどと協力して普及啓発を行う。 

 

イ 不法投棄対策の強化 

地域環境の美化・保全のため、不法投棄に対するパトロールを実施するとともに、広報誌や

ケーブルテレビ、ホームページで適正な処理についての協力を市民に呼びかけ、地域ぐるみで

監視強化を図り、不法投棄の防止に努める。 

 

ウ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

 震災や水害等が発生した場合、一度に多量の廃棄物（災害廃棄物）が発生するとともに、道

路が通行不能となる等、平常時と同じような廃棄物の収集・運搬や処理、処分の対応が困難と

なることが想定される。 

新清掃センターについては、耐震性及び防災機能を確保したうえで、ごみ処理能力に適度な

余裕を持たせ、災害時でも可能な限り処理が継続できる強靭な施設を目指し、災害が発生した

際、可燃性の災害廃棄物を迅速かつ円滑に処理することができる施設の整備に努める。 

収集・運搬体制等については、廃棄物処分の対応が困難となることが想定されるため、必要

に応じ速やかに仮置き場を設置できるよう努め、また、複数の搬入ルートの確保に努めるもの

とする。 

また、災害時に長期間、中間処理施設や最終処分場の機能が停止し、ごみを処理できないよ

うな緊急事態が発生した場合には、福井県、近隣市町村と連携を取りながら安全に廃棄物処理

ができるよう努める。 

なお、災害廃棄物処理計画については、令和 5年度以降に策定予定である。 
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４．計画のフォローアップと事後評価 

(1) 計画のフォローアップ 

敦賀市及び美浜町は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要

に応じて、福井県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。

  

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに計画

の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すものとす

る。 
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＜添付資料1-1＞対象地域図 
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＜添付資料1-2-1＞トレンドグラフ（ごみ） 

（１）敦賀市 

 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

人口 66,914 66,560 66,056 65,599 65,060 65,029 64,864 64,704 64,551 64,403 64,171 63,941

事業所数 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

生活系総排出量 15,724 15,525 15,636 15,814 15,769 15,393 15,353 15,316 15,279 15,244 15,189 15,135

事業系総排出量 7,396 7,520 7,534 7,472 7,073 7,012 6,951 6,890 6,829 6,768 6,707 6,649

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
排

出
量
（

ｔ
）

事業系総排出量 生活系総排出量



24 

 

 

 

 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

1人あたりの排出量 213.0 212.1 216.2 217.6 218.9 213.8 213.8 213.9 213.8 213.8 213.8 213.8
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

直接資源化量 322 310 331 330 335 336 335 333 331 330 328 327

処理後再生利用量 1,589 1,555 1,491 1,434 1,531 1,500 1,494 1,489 1,485 1,480 1,474 1,467

最終処分量 3,255 3,088 3,077 3,047 3,072 3,026 3,014 3,002 2,990 2,979 2,465 2,482

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
処

理
・

処
分

量
（

ｔ
）

最終処分量 処理後再生利用量 直接資源化量



26 

（２）美浜町 

 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

人口 9,905 9,757 9,616 9,377 9,323 9,093 8,958 8,823 8,688 8,551 8,418 8,285

事業所数 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

生活系総排出量 3,185 3,214 3,292 3,068 3,157 3,075 3,025 2,975 2,925 2,875 2,826 2,777

事業系総排出量 785 972 893 816 807 800 793 786 779 772 765 759
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

1人あたりの排出量 280.5 290.4 304.1 289.1 301.1 289.0 287.9 286.6 285.5 284.5 283.3 282.1

1事業所あたりの排出量 1.4 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

直接資源化量 316 292 279 268 263 365 365 365 365 365 365 365

処理後再生利用量 276 295 409 458 434 427 248 244 239 236 230 227

最終処分量 157 157 167 157 157 155 142 140 138 135 317 311
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（３）本地域 

 

 

 

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

人口 76,819 76,317 75,672 74,976 74,383 74,122 73,822 73,527 73,239 72,954 72,589 72,226

事業所数 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906 3,906
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

生活系総排出量 18,909 18,739 18,928 18,882 18,926 18,468 18,378 18,291 18,204 18,119 18,015 17,912

事業系総排出量 8,181 8,492 8,427 8,288 7,880 7,812 7,744 7,676 7,608 7,540 7,472 7,408
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

1人あたりの排出量 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8

1事業所あたりの排出量 221.7 222.1 227.3 226.6 229.2 226.3 226.5 224.4 224.1 223.9 223.9 223.7
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

エネルギー回収量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,600
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H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

直接資源化量 638 602 610 598 598 701 700 698 696 695 693 692

処理後再生利用量 1,865 1,850 1,900 1,892 1,965 1,927 1,742 1,733 1,724 1,716 1,704 1,694

最終処分量 3,412 3,245 3,244 3,204 3,229 3,181 3,156 3,142 3,128 3,114 2,782 2,793
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＜添付資料1-2-2＞トレンドグラフ（生活排水） 

（１）敦賀市 

 

 

 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

未処理人口 6,921 7,062 7,130 7,270 7,446 7,413 7,394 7,376 7,359 7,342 7,315 7,289

合併処理浄化槽等 4,218 4,203 4,078 3,863 3,610 3,630 3,621 3,612 3,603 3,595 3,582 3,569

集落排水施設等 2,153 2,133 2,109 2,060 2,039 2,017 2,011 2,006 2,002 1,997 1,990 1,983

公共下水道 53,622 53,162 52,739 52,406 51,965 51,969 51,838 51,710 51,587 51,469 51,284 51,100
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（２）美浜町 

 

 

 

 

  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

未処理人口 1,725 1,606 1,663 1,545 1,580 1,422 1,408 1,401 1,386 1,373 1,370 1,358

合併処理浄化槽等 439 422 368 331 295 293 291 289 287 285 282 280

集落排水施設等 3,292 3,327 3,241 3,201 2,888 2,866 2,846 2,822 2,803 2,782 2,759 2,739

公共下水道 4,449 4,402 4,344 4,300 4,560 4,524 4,492 4,456 4,424 4,392 4,355 4,323
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（３）本地域 

 

 

 

 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

未処理人口 8,646 8,668 8,793 8,815 9,026 8,835 8,802 8,777 8,745 8,715 8,685 8,647

合併処理浄化槽等 4,657 4,625 4,446 4,194 3,905 3,923 3,912 3,901 3,890 3,880 3,864 3,849

集落排水施設等 5,445 5,460 5,350 5,261 4,927 4,883 4,857 4,828 4,805 4,779 4,749 4,722

公共下水道 58,071 57,564 57,083 56,706 56,525 56,493 56,330 56,166 56,011 55,861 55,639 55,423
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＜添付資料1-3＞施設の現況と予定 

（１）敦賀市 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

現在平成27年9月8日

敦賀市汚水処理施設整備構想図

公共下水道認可区域

漁業集落排水区域

農業集落排水区域

敦賀市区域

※上記の事業認可区域以外が浄化槽整備区域

新敦賀市最終処分場 

敦賀市清掃センター 

敦賀市衛生処理場 

赤崎最終処分場 

新清掃センター 
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（２）美浜町 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美浜・三方環境衛生組合 エコクル美方 

(ガス化溶融施設、リサイクルプラザ、堆肥化施設) 

美浜・三方環境衛生組合 

一般廃棄物最終処分場 

美浜・三方環境衛生組合 

し尿処理施設（美方汚泥再生処理センター） 
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＜添付資料1-4＞ハザードマップ 

（１）敦賀市 

  

新清掃センター建設予定地 

敦賀市衛生処理場 

新敦賀市最終処分場建設予定地 
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（２）美浜町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美方汚泥再生処理センター 
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一般廃棄物最終処分場 
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（３）その他の地域（若狭町） 
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様式１

１　地域の概要

２　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

事業系 (R2比 -6.0%)

(R2比 -5.3%)

生活系 (R2比 -5.4%)

(R2比 -2.4%)

合計 (R2比 -5.5%)

638 (2.4%) 602 (2.2%) 610 (2.2%) 598 (2.2%) 598 (2.2%) ( 2.7%)

4,079 3,913 3,922 3,918 3,800 ( 13.8%)

3,412 (12.6%) 3,245 (11.9%) 3,244 (11.9%) 3,204 (11.8%) 3,229 (12.0%)

※交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目全てに○を付ける。

（4）構成市町村等敦賀市、美浜町 （5）地域の要件※ 人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪　山村　半島　過疎　その他

（6）構成市町村に一部事務組合が
　　含まれる場合、当該組合の状況

組合を構成する市町村：
設立されていない場合、今後の見通し：

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１（令和２年度）

（1）地域名 敦賀美浜ブロック （2）地域内人口 73,724人 （3）地域面積 403.69　ｋｍ2

　
年

指標・単位

過去の状況・現状（排出量等に対する割合） 目標

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度

7,880 7,408

１事業所当りの排出量（トン/事業所） 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8

総排出量（トン） 8,181 8,492 8,427 8,288

１人当りの排出量（kg/人） 221.7 222.1 227.3 226.6 229.2 223.7

総排出量（トン） 18,909 18,739 18,928

‐ 15,200エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量　MWh） - - - -

25,320

再生利用量
直接資源化量（トン） 692

総資源化量（トン） 3,665

事業系生活系の排出量合計（トン） 27,090 27,231 27,355 27,170 26,806

排出量 18,882 18,926 17,912

最終処分量 埋立最終処分量（トン） 2,793 (11.0%)

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。
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３ 一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定 

 

 

  

（１）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月 廃止又は休止（予定）年月 解体（予定）年月 想定される浸水深と対策 備考

ごみ焼却施設 敦賀市清掃センター 敦賀市 准連続式焼却炉 100t/日 H4.3 R9.2廃止予定

浸水想定なし

リサイクルセンター 敦賀市清掃センター 敦賀市 粉砕・選別・減容・圧縮
30t/5h

0.8t/h
H4.3 R9.2廃止予定 〃

し尿処理施設 敦賀市衛生処理場 敦賀市 下水道放流方式 70kl/日 H14 〃

最終処分場 敦賀市赤崎最終処分場 敦賀市 セル・サンドイッチ方式 50,000m3 H19 R5.3廃止予定 〃

灰溶融固化施設 ガス化溶融施設
美浜・三方環境衛生組合

（美浜町）
ガス化溶融処理方式 22t/日 H15 〃

リサイクルセンター リサイクルプラザ
美浜・三方環境衛生組合

（美浜町）
粉砕・選別処理方式 8.5t/5h H15 〃

たい肥化施設 堆肥化施設
美浜・三方環境衛生組合

（美浜町）
堆肥化処理 36.3t/日 H17 〃

し尿処理施設 美方汚泥再生処理センター
美浜・三方環境衛生組合

（美浜町）

前処理・前脱水方式

（下水道放流）
21kl/日 H29.4 〃

最終処分場 一般廃棄物最終処分場
美浜・三方環境衛生組合

（美浜町）
セル・サンドイッチ方式 11,800m3 H17 〃

（２）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工予定年月日 更新（改良）・新設理由
廃焼却施設の解体の有無及び

解体施設の名称
想定される浸水深と対策 備考

ごみ焼却施設 新清掃センター（焼却施設） 敦賀市 全連続式焼却炉 96t/日 R9.2竣工予定 施設の老朽化のため 未定

想定浸水深：立地状況より考慮していない

※事業者にて計画地盤高を設定、必要な対策

を講じる

リサイクルセンター 新清掃センター（リサイクル施設） 敦賀市
破袋・破除袋・選別・破砕・圧縮成

型・圧縮梱包・保管
14t/5h R9.2竣工予定 施設の老朽化のため 未定 〃

最終処分場 敦賀市新最終処分場 敦賀市
埋立施設：被覆型（屋根付き）
浸出水処理施設：下水道放流 約36,000m3 R5.4竣工予定

埋立容量がひっ迫しているた
め

無
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４ 生活排水処理の現状と目標 

 

 

５ 浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定 

 

目標

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和9年度

総人口 76,819 76,317 75,672 74,976 74,383 72,641

汚水衛生処理人口 58,071 57,564 57,083 56,706 56,525 55,423

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 75.5% 75.4% 75.4% 75.7% 76.1% 76.3%

汚水衛生処理人口 5,445 5,460 5,350 5,261 4,927 4,722

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 7.1% 7.2% 7.1% 7.0% 6.6% 6.5%

汚水衛生処理人口 4,657 4,625 4,446 4,194 3,905 3,849

汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 6.1% 6.1% 5.9% 5.6% 5.2% 5.3%

未処理人口 汚水衛生未処理人口 8,646 8,668 8,793 8,815 9,026 8,647

※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。

指標・単位

過去の状況・現状

公共下水道

集落排水施設等

合併処理浄化槽等

基数 処理人口 開始年月 基数 処理人口 目標年次

浄化槽設置整備事業 敦賀市 1,283 3,628 H3.4 47 292 R9

施設種別 事業主体
現有施設の内容 整備予定基数の内容

備考
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様式２

事　　　業　　　種　　　別 総　事　業　費　（千円） 交付対象事業費　（千円）

事　　業　　名　　称 単位 開始 終了 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

※１　事業番号については、計画本文３（３）表４に示す事業番号及び様式３の施設整備に関する事業番号と一致させること。また、様式３に示す施策のうち関連するものがあれば、合わせて番号を記入すること。

※２　広域連合、一部事務組合等については、欄外に構成する市町村を注記すること。

※３　実施しない事業の欄は削除しても構わない。

※４　同一敷地の整備であっても、交付金を受ける事業主体ごとに記載する。

※５　事業が地域計画を跨ぐ場合は備考欄に全体の事業期間を記載すること。なお、事業期間は交付対象外部分のみを行う期間も含む。

※６　廃焼却施設の解体と新施設の建設を異なる事業主体が実施する場合は、それぞれの事業費を記載すること。

17,630,431 1,215,937 3,077,014 1,172,625 8,846,181

8,902 11,304 11,304 9,186 9,186 34,332

合　　　　　計

6,024 8,136 8,136

2,451,4993,318,674 14,242,966 686,763 2,250,031 724,765 8,129,908

6,018

浄化槽設置整備事業 4 敦賀市 47 基 R4 R8 49,882

9,186 34,332 6,024 8,136 8,136 6,018○浄化槽に関する事業 49,882 8,902 11,304 11,304 9,186

6,018 6,018

680,739 2,237,948 0 0 0

工事監理含む

※全体の事業期

間はR2～R5

1,207,035 3,051,909 0 0 0 2,918,687敦賀・美浜ブロック地域最終処分場整備事業 3 敦賀市 36,000 m
3 R4 R5 4,258,944

0○最終処分場に関する事業 4,258,944 1,207,035 3,051,909 0 0

工事監理含む0 9,854 820,258 6,839,213 2,621,872 8,320,580

02,918,687 680,739 2,237,948 0 0

6,126,108 1,817,995

敦賀・美浜ブロック地域エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事

業
2 敦賀市 96 t/日 R4 R8 10,291,197

6,839,213 2,621,872 8,320,580 0 0 376,477

0 0 376,477 6,126,108 1,817,995

○エネルギー回収等に関する事業 10,291,197 0 9,854 820,258

3,947 341,063 1,997,782 687,616

0 3,947 341,063 1,997,782

3,947 340,152 1,997,782 627,486 工事監理含む2,969,367 0

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画総括表２

事業

番号

事業主体

名　　称

規　模 事業期間

備考

627,486

敦賀・美浜ブロック地域マテリアルリサイクル推進施設整備事業 1 敦賀市 14 t/日 R4 R8 3,030,408 0

687,616 2,969,367 0 3,947 340,152 1,997,782○マテリアルリサイクル推進等に関する事業 3,030,408
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【参考資料様式１】

都道府県名　福井県

（1）事業主体名 敦賀市

（2）施設名称 新清掃センター（リサイクル施設）

（3）工期 令和4年度～令和8年度

（4）施設規模
処理能力　14t/5h
※飲食用缶ごみ：2t/5h、ペットボトル：2t/5h、粗大ごみ：10t/5h

（5）処理方式 破袋・破除袋、選別、破砕、圧縮成型、圧縮梱包、保管

（6）地域計画内の役割 資源の有効利用

（7）廃焼却施設解体工事の有無 　有　無

（8）ストック対象物

（9）容器包装リサイクル推進施設の内訳

①分別収集回収拠点の整備
　・ごみの分別収集・処理方法
　・ごみ容器の種類・設置基数
　・建築物の構造
②小規模ストックヤードの整備
　・施設規模
　・ストック対象物
③簡易プレス機の整備
　・処理方法
　・処理能力
　・設置場所
④電気ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備
　・導入台数（積載量）
　・運行計画

（10）スラグの利用計画

（11）総事業計画額
3,030,408千円

うち、交付対象事業費　2,969,367千円

施設概要（マテリアルリサイクル施設系）

「ストックヤード」を整備する場合

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合

「灰溶融施設」を整備する場合
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【参考資料様式２】

都道府県名　福井県

（1）事業主体名 敦賀市

（2）施設名称 新清掃センター（焼却施設）

（3）工期 令和4年度～令和8年度

（4）施設規模 処理能力　96t/日（48t/24h×2炉）

（5）形式及び処理方式 全連続式燃焼式ストーカ炉

１．発電の有無　　　有（発電効率　17.0％以上）・　無

２．熱回収の有無　　有（熱利用率　　％　　　）・　無

（7）地域計画内の役割 エネルギー回収

（8）廃焼却施設解体工事の有無 　有　無

（9）燃料の利用計画

（10）バイオガス熱利用率 　　　kWh/ごみt

（11）バイオガスの利用計画

（12）総事業計画額
10,291,197千円

うち、交付対象事業費　8,320,580千円

施設概要（エネルギー回収施設系）

（6）余熱利用の計画

「ごみ燃料化施設」を整備する場合

「メタンガス化施設」を整備する場合
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【参考資料様式５】

（1）事業主体名

（2）施設名称

（3）工期

（4）処分場面積、容積
総面積

　約68,000m2

埋立面積

　約4,700m2
埋立容積

　約36,000m3

（6）跡地利用計画

（7）地域計画内の役割

（8）廃焼却施設解体工事の有無

（9）総事業計画額　※１

※１　事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画計画内の金額を記載し、全体の金額を括弧書きすること。

4,258,944千円（全体：4,301,273千円）
うち、交付対象事業費　2,918,687千円（全体：2,948,463千円）

施設概要（最終処分場系）

（5）処分開始年度及び終了年度

都道府県名　福井県

　有　無

未定

一般廃棄物最終処分場

埋立開始：令和5年度

令和4年度～令和5年度（令和2年度～令和5年度）

新敦賀市最終処分場

敦賀市

埋立終了：令和19年度
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【参考資料様式７】

都道府県名　福井県

（1）事業主体名

（2）事業名称

（3）事業の実施目的及び内
容

（4）事業期間

（5）事業対象地域の要件

（6）事業計画額

○　事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模

【浄化槽設置整備事業の場合】

区分
交付対象基数

（　　　人分）
基準額合計 総事業費

交付対象
事業費

5人槽 　　　26基（　130人分） 9,912千円 17,560千円 9,912千円

6～7人槽 　　　16基（　112人分） 7,452千円 12,126千円 7,452千円

8～10人槽 　　　 5基（　50人分） 3,228千円 6,456千円 3,228千円

11～20人槽 　　　　基（　　人分）

21～30人槽 　　　　基（　　人分）

31～50人槽 　　　　基（　　人分）

51人槽以上 　　　　基（　　人分）

宅内配管費 34基 10,200千円 10,200千円 10,200千円

撤去費 34基 3,540千円 3,540千円 3,540千円

改築費（災害） 基

改築費（長寿命化） 基

台帳作成費

計画策定等調査費

効果的な転換促進及び管理適正化推進費

　　　47基（　292人分） 34,332千円 49,882千円 34,332千円

※基数の合計には、宅内配
管費、撤去費、改築費を除
く。

交付金対象事業　　　　34,332千円
うち　（以下の事業を実施する場合）
・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費　　　千円
・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費　　　　　　　千円

浄化槽整備効率化事業費

合計

施設概要（浄化槽系）

敦賀市

浄化槽設置整備事業

し尿や生活排水の適切な処理を行い、住居区域の衛生環境の確保及び公共用水域の水質
保全を図るため、合併処理浄化槽の整備に対して補助を行う。

令和4年度 ～ 令和8年度

ア－（ウ）水道水源の流域
ア－（オ）水質汚濁の著しい都市内中小河川の流域
ア－（カ）自然公園　越前加賀海岸国定公園　昭和４３年５月指定
　　　　　　　　　  若狭湾国定公園　　　　昭和３０年６月指定


